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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○最高裁判所裁判官国民審査における投票用紙の様式 （選挙管理委員会取扱い）１

鹿児島県選挙管理委員会告示第13号

令和８年２月８日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における投票用紙の様式は，次のと

おりとする。

令和８年１月27日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 松下良成

１ 一般投票用紙

備考１ 用紙の色は，うぐいす色とする。

２ 文字は，黒色刷りとする。

３ 投票用紙に押すべき印は，刷込み式とする。

４ 規格は，縦８センチメートル，横12.8センチメートルとする。
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２ 点字投票用紙

備考１ 用紙の色は，うぐいす色とする。

２ 文字は，黒色刷りとする。

３ 投票用紙に押すべき印は，刷込み式とする。

４ 規格は，縦８センチメートル，横16センチメートルとする。
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